
2008年1 2月1日

氏名安藤　一郎　様

基本給 210,000 健康保険 10,660

営業手当 15,000 厚生年金 19,955

家族手当 10,000 雇用保険 1,500

小規模共済等掛金 0

所得税 4,740

交通費(通勤手当) 15,000

支給額合計 250,000 控除額合計 36,855

課税対象額 202,885

差引支給額 213,145

計算条件

◆所得税額は給与所得の源泉徴収税額表（平成20年4月以降分）（月額）によります。
被扶養者数：0人
月額表　甲欄使用

事業所名(株)　瑞穂商会

所在地

代表者職・氏名瑞穂　太郎 印

※上記の実質賃金額は、給与の総支給額に社会保険料等の事業主負担分を加えた額。

2008年1 2月1日
安藤　一郎宛

給与支給見込み額表

円

控除項目

例）給与の総支給額が20万円で社会保険料等の事業主負担分の合計額が３万円であれば23万円というこ
とになります。

切り取り線

支給項目(課税対象）

支給項目（非課税）

実質賃金額（賃金の総支給額に社会保険料等の事業主負担分を加え
た額） 282,865

岐阜県瑞穂市＃＃＃１－２－３

印
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